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令
和
５
年
第
５
回
村
議
会
定
例
会
が
12
月
５
日
・
７
日
・

21
日
に
開
か
れ
、
条
例
改
正
等
14
案
を
審
議
し
、
い
ず

れ
の
議
案
も
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

１２月村議会定例会報告
◆
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
４
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
そ
れ
ぞ
れ
４
７
８
０
万
７
千
円

を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
を
24
億
２
８
８
５
万
３
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

◆
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算（
第
２
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
そ
れ
ぞ
れ
１
０
２
万
９
千
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
４
億
４
４
３
万
５
千
円
と
す
る

も
の
で
す
。

◆
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
管
理
事

業
会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）

（
内
容
）
令
和
５
年
度
東
秩
父
村

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
管
理
事
業

会
計
予
算
に
つ
い
て
補
正
す
る
も

の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
犯
罪
被
害
者
等
支
援

条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
犯
罪
被
害
者
等
が
受
け

た
被
害
の
回
復
又
は
軽
減
及
び
犯

罪
被
害
者
等
の
生
活
の
再
建
を
図

る
こ
と
、
そ
し
て
犯
罪
被
害
者
等

を
社
会
全
体
で
支
え
、
誰
も
が
安

心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社

会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
に
、
関
係
条
例
を
整
備
す
る
も

の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
公
共
浄
化
槽
の
整
備

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
制
定
に

つ
い
て

（
内
容
）
浄
化
槽
法
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
現
行
条
例
で
あ

る
東
秩
父
村
合
併
処
理
浄
化
槽
の

設
置
及
び
管
理
等
に
関
す
る
条
例

を
見
直
す
必
要
性
が
生
じ
た
こ
と

か
ら
、
関
係
条
例
を
整
備
す
る
も

の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
こ
ど
も
医
療
費
支
給

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
制
定
に
つ
い
て

◆
東
秩
父
村
重
度
心
身
障
害
者
医

療
費
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

◆
東
秩
父
村
ひ
と
り
親
家
庭
等
の

医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ

い
て

（
内
容
）
条
例
参
考
例
の
一
部
改

正
に
伴
い
本
条
例
を
改
正
す
る
必

補
正
予
算

要
が
生
じ
た
た
め
、
関
係
条
例
を

整
備
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て

（
内
容
）
令
和
６
年
１
月
か
ら
出

産
被
保
険
者
に
係
る
産
前
産
後
期

間
の
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の

軽
減
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
関
係
条
例
を
整
備
す
る

も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
令
和
５
年
度
の
人
事
院

勧
告
に
準
拠
す
る
た
め
、
職
員
の

給
与
改
定
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
村
長
等
の
給
与
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て

（
内
容
）
村
長
、
副
村
長
お
よ
び

教
育
長
の
期
末
手
当
を
改
定
す
る

も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
行
政
手
続
に
お
け
る

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特

定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て

（
内
容
）
行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
公
布
さ

条
例
改
正
等

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
関
係
条
例
を

整
備
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
道
路
線
の
変
更
に
つ

い
て

（
内
容
）
下
河
原
橋
災
害
復
旧
事

業
に
伴
い
、
関
係
路
線
の
起
終
点

を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
議
会
議
員
の
議
員
報

酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て

（
内
容
）
村
議
会
議
員
の
期
末
手

当
を
改
定
す
る
も
の
で
す
。

◆
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
機
能
を
併
設
す

る
新
庁
舎
建
設
事
業
に
つ
い
て
、

現
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
利
用

者（
団
体
）や
周
辺
住
民
お
よ
び

現
庁
舎
周
辺
住
民
等
と
の
事
前
の

調
整
・
協
議
不
足
、計
画
を
実
施

す
る
上
で
の
責
任
者
不
在
、ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催
に
お
け
る
問
題

点
等
を
踏
ま
え
、東
秩
父
村
の
取

組
み
方
を
含
め
た
早
急
な
見
直
し

の
要
求
に
関
す
る
請
願

（
結
果
）
総
務
産
業
常
任
委
員
会

が
審
査
を
付
託
さ
れ
、
本
会
議
に

て
委
員
会
審
査
報
告
を
行
い
、
採

決
に
よ
り
請
願
は
「
採
択
」
と
決

定
し
ま
し
た
。

そ
の
他

議
員
提
出
議
案

請
願


